
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一時的に情報を記録することが制限された記録制限領域を有する記録媒体に対して、前
記記録制限領域の前記記録制限を解除して、前記記録制限領域への情報の記録を可能せし
める工程と、
　前記記録制限領域に、予め記録された情報を再生することで、前記記録制限が解除され
た前記記録制限領域に、新たな情報の記録を行う工程とを有することを特徴とする記録方
法。
【請求項２】
　前記記録制限は前記記録制限領域の配置情報を読み出し不能にすることによって行われ
、
　前記制限を解除する工程は、前記領域の配置情報を前記媒体に記録する工程であること
を特徴とする請求項１記載の記録方法。
【請求項３】
　前記記録制限は前記記録制限領域の配置情報を読み出し不能にすることによって行われ
、
　前記制限を解除する工程は、前記領域の配置情報をソフトウエア上に記録する工程であ
ることを特徴とする請求項１記載の記録方法。
【請求項４】
　前記記録制限の解除の前に、前記記録媒体に記録命令がなされる工程を有し、
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　前記記録命令がなされた際に、所定の情報の表示の命令を出す工程を有することを特徴
とする請求項１乃至３何れかに記載の記録方法。
【請求項５】
　前記所定の情報は広告であることを特徴とする請求項４に記載の記録方法。
【請求項６】
　前記所定の情報は、記録媒体に記録されていることを特徴とする請求項１乃至５何れか
に記載の記録方法。
【請求項７】
　前記所定の情報は、ソフトウエアに記録されていることを特徴とする請求項１乃至５何
れかに記載の記録方法。
【請求項８】
　前記所定の情報は、外部情報配信手段を介して表示されることを特徴とする請求項１乃
至５何れかに記載の記録方法。
【請求項９】
　前記記録制限は、前記記録制限領域のアドレス情報のＩＤエラー検出符号と、前記ＩＤ
エラー検出符号に対応するＩＤとを不整合とすることによって、記録を制限し、
　前記解除は、前記不整合とされた前記ＩＤエラー検出符号と前記ＩＤとを整合させるよ
うにすることであることを特徴とする請求項１乃至８何れかに記載の記録方法。
【請求項１０】
　前記記録制限は前記記録制限領域の配置情報を読み出し不能にすることによって行われ
、
　前記情報の消去動作により、前記配置情報も消去されることを特徴とする請求項１記載
の記録方法。
【請求項１１】
　一時的に情報を記録することが制限された記録制限領域 、前記記録制限領域の位
置情報に関する情報 暗号化 て記録された記録媒体に対して、
　
　所定のソフトウエアを用いて、前記暗号化された位置情 解読

することを特徴とする情報の記録方法。
【請求項１２】
　前記記録制限領域は、前記記録媒体のユーザ領域に分散して配置されたことを特徴とす
る請求項１１記載の情報の記録方法。
【請求項１３】
　一時的に情報の記録が制限され 、 所定の情
報を読み出すことによって前記記録制限が解除され るよう
にされ とを特徴とする記録媒体。
【請求項１４】
　前記記録制限は、前記記録制限領域の配置情報を読み出し不能とすることによって行わ
れたことを特徴とする請求項１３記載の記録媒体。
【請求項１５】
　前記所定の情報と前記配置情報が同位置に記録されていることを特徴とする請求項
記載の記録媒体。
【請求項１６】
　前記所定の情報は広告であることを特徴とする請求項１ 載の記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は，情報を記録する媒体の記録データの配置、特に，一般に流通している記録再生
ドライブで記録を行うシステムに関する。
【０００２】
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前記記録制限領域に予め記録された情報を再生して、前記記録制限を解除し、
報を して、前記記録制限が

解除された領域に新たな情報を記録

た記録制限領域を有し 前記記録制限領域から
、前記記録制限領域に記録でき
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【従来の技術】
情報記録システムの一例として，従来の光記録システムで目的とする情報（例えば広告）
を持つ情報記録媒体用システムの一例を図３および図９を用いて説明する。
【０００３】
図３は従来の光記録再生装置のブロック図を示したものである。ヘッド２の一部であるレ
ーザ光源２５（ＤＶＤ－ＲＡＭでは波長約６６０ｎｍ）から出射された光はコリメータレ
ンズ２４を通してほぼ平行な光ビーム２２へとコリメートされる。光ビーム２２は光ディ
スク１１上に，対物レンズ２３を通して照射され，スポット２１を形成する，その後，ビ
ームスプリッタ２８やホログラム素子２９などを通してサーボ用検出器２６や信号検出器
２７へと導かれる。各検出器からの信号は加算・減算処理されトラッキング誤差信号やフ
ォーカス誤差信号などのサーボ信号となりサーボ回路に入力される。サーボ回路は得られ
たトラッキング誤差信号やフォーカス誤差信号を元に，対物レンズ２３の駆動手段３１や
光ヘッド２全体の位置を制御し，光スポット２１の位置を目的の記録・再生領域に位置づ
ける。検出器２７の加算信号は信号再生ブロック４１へ入力される。入力信号は信号処理
回路によってフィルタ処理，周波数等化処理後，デジタル化処理される。デジタル処理さ
れたデジタル信号はアドレス検出回路および復調回路によって処理される。アドレス検出
回路によって検出されたアドレス信号を元にマイクロプロセッサは光スポット２１の光デ
ィスク１１上での位置を算出し，自動位置制御手段を制御することによって光ヘッド２及
び光スポット２１を目的の記録単位領域（セクタ）へと位置づける。
【０００４】
上位装置からの光記録再生装置への指示が記録の場合には，マイクロプロセッサは上位装
置から記録データを受け取りメモリへ格納するとともに，自動位置制御手段を制御して ,
光スポット２１を目的の記録領域の位置へ位置付ける。マイクロプロセッサは信号再生ブ
ロック４１からのアドレス信号によって，光スポット２１が正常に記録領域に位置付けら
れたことを確認した後，レーザドライバ等を制御して目的の記録領域にメモリ内のデータ
を記録する。
【０００５】
アドレス信号は図６に記載のように，各情報記録単位領域毎に配置されており、また該記
録単位領域の先頭部に配置されているので，アドレス信号の検出により記録の直前に光ス
ポットの位置を確認することができる。
【０００６】
図９は，上述の光記録システムの一例として，書換え型ＤＶＤである国際標準ＩＳＯ／Ｉ
ＥＣ－１６８２４などに規定されたＤＶＤ－ＲＡＭディスクを駆動する光記録システムの
動作の流れの例を示したものである。
【０００７】
ディスクが挿入されたり，光記録システムの電源が投入されたりすると，まず，光記録シ
ステムは，媒体の種別を判別する処理を行う。通常，ＤＶＤ－ＲＡＭ媒体に加えて再生専
用媒体であるＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭの再生機能を有している。そのため，光記録
システムは，まず始めに媒体種別の判別処理を行い，その媒体が上記のどれであるかを判
別する。この，判別処理のし方は個々のシステムによって異なる。たとえば，反射率やフ
ォーカス誤差信号などの再生信号のアナログ特性から媒体の種別を判別するシステムもあ
れば，ディスク基板上に設けられた媒体物理情報保持領域を再生した後その内容（データ
）によって媒体の種別を判別するものも有る。
【０００８】
光記録システムは媒体の種別が書換え型すなわちＤＶＤ－ＲＡＭであると認識すると，ま
ず，欠陥管理情報領域など記録内容を検査して，光ディスクが物理フォーマット済みであ
るかどうか調べる。物理フォーマットされていない場合には，上位装置やユーザなどから
物理フォーマットの指示があるまで待機する。
【０００９】
光ディスクが物理フォーマット済みの場合，光記録システムは，較正処理や論理整合性検
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証などの記録準備処理を行った後，ユーザや上位装置からの指示待ち状態となる。何らか
のコマンドを受け取ると，光記録システムは，コマンドの種類を調べ，それが記録コマン
ドである場合には，記録処理を行い。再生・フォーマット・ディスク取り出しなどのコマ
ンドの場合はそれぞれ対応した処理を行う。通常これらの処理は正常に終了するが，万一
，予期できない理由で，記録に失敗した場合には，リトライや交替処理などのエラー処理
を行う。
【００１０】
通常ＤＶＤ－ＲＡＭの場合には，この記録処理の際，記録データが正常に記録されたかど
うかを実際に再生して確認し，必要に応じて別の記録単位領域を用いる交替処理を行うこ
とによって，記録のデータの信頼性を高めている。交替処理による記録領域の再割り当て
に関する管理情報は記録媒体上の特別領域（欠陥管理領域）に記録する。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
上記従来例においては既存の光記録システムでは、目的とする情報を記録した情報記録媒
体では、基本的に記録データは自由に消去・書換えが可能であるため，ユーザの誤操作や
，ユーザの自発的な操作で、目的とする情報が表示される前に消去されたり書き換えられ
たりする可能性があるため、目的とする情報の表示効果が低いという問題が考えられる。
【００１２】
本発明の目的は，ハードウェアや物理仕様を変更することなく、目的とする情報の表示を
行う情報記録媒体及び光記録システムを提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
上記目的は、以下の構成とすることによって、達成される。
【００１４】
まず、記録媒体に記録が制限された領域を作成する。そして、この記録媒体に記録命令が
なされた際や記録媒体が記録装置にセッティングされた際等に、例えば広告のような目的
とする情報を表示する命令を出し、この情報を例えば情報処理端末の画面やＴＶ画面に表
示させるようにする。その後、記録が制限された領域について、制限を解除することによ
って、記録が可能となるようにさせる。そして、実際に記録を行うようにする。
【００１５】
これにより、媒体の新たな利用法を得ることができる。例えば、目的とする情報がある企
業からの広告によるものである場合、企業は媒体を利用してその企業による広告を表示さ
せることを条件に、所定の金額を記録媒体メーカーに支払う。そして、その記録媒体メー
カーが記録媒体を販売する際、広告主である企業からの支払いを受けているため、その分
安価に記録媒体を販売することができる。従って、記録媒体のユーザーは、記録媒体を安
価で購入することができる。
【００１６】
上記の記録が制限された領域の作成は、前記制限された領域の配置情報を読み出し不能に
することによって行われる。また、この制限の解除は、前記制限された領域の配置情報を
記録媒体に記録することによって行われる。記録制限領域の配置情報なしには記録が行え
ないため、この段階では記録媒体に対して記録ができない。一方で、専用の制御ソフトウ
エアを利用することによって、制限された領域の配置情報を読み出し不能としていたこと
を解除し、読み出し可能とさせる。ここで、制限された領域の配置情報を記録媒体に記録
することによって、２回目以降の記録は上記の専用の制御ソフトウエアがなくても記録が
可能となる。
【００１７】
また、専用の制御ソフトウエアの利用を継続して強制したい場合には、制限された領域の
配置情報をソフトウエア上に記録する。このようにすれば、２回目以降の記録も制御ソフ
トウエアが必要であり、上記ソフトウエアの使用を強制させることが可能となる。
【００１８】
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ここで、記録が制限された領域は、以下のようにして作成される。ＤＶＤ－ＲＡＭでは、
図６に示したように各記録セクタの先頭にエンボスピットの形で物理ＩＤ（アドレス情報
）が配置されている。信頼性の確保のため一つのセクタを同定するためのアドレス情報が
4重に記録されている。ここで、記録装置はこの 4重のアドレス情報のうち，一つでも正常
に再生できると，アドレスが正常と判断する。そこで，記録不能とするために，この 4つ
のアドレス情報全てが正常に再生されないようにしておく。このアドレスが正常に再生さ
れないようにする方法の具体例として，図８のように、アドレス情報は、セクタ属性、ア
ドレス番号、ＩＥＤからなっているが、各アドレス情報に付加されているＩＤエラー検出
符号（ＩＥＤ）と、それに対応するＩＤとは不整合なものとすること等が挙げられる。
【００１９】
一方で、制限を解除する工程としては、専用の制御ソフトウエアを利用し、情報記録媒体
内にある記録制限領域配置情報をもとに欠陥セクタの飛び越し処理や，交替処理をおこな
い、欠陥管理テーブルを書き換える処理を行う。ここで、上記のように、各アドレス情報
に付加されているＩＤエラー検出符号（ＩＥＤ）と、それに対応するＩＤとは不整合なも
のとした場合には、具体的には本来の整合した IEDに１を加算したものを用いた。この制
御ソフトウエアは、この不整合を整合させるために、 IEDから１を引き、本来の整合した I
EDを得ることにより、記録不能とさせた制限を解除することができる。
【００２０】
この専用の制御ソフトウエアは、目的の情報（例えば広告等）の表示の命令を出し、その
後、記録不能とさせた制限を解除するものである。実際には、記録コマンド後に目的の情
報（例えば広告等）の表示命令を出し、情報記録媒体内及び／またはソフトウエア上にあ
る記録制限領域配置情報をもとに欠陥セクタの飛び越し処理や，交替処理をおこない、欠
陥管理テーブルの書換え処理を行う。
【００２１】
記録コマンド後の流れを図１６、図１２に示した。図１６は目的とする情報及び記録制限
領域の配置情報、またはこれらの情報の記録先がソフトウエア上に記録されている場合の
処理である。記録コマンドが出されると、記録制限領域判別処理がなされ、ソフトウエア
上に記録されている領域情報が判明した場合は、Ｙｅｓの方へ進み、目的とする情報の表
示命令が出された後に、記録が可能となる。Ｎｏとなった場合や、情報表示命令が出され
るまでは、再生専用ディスクとして処理される。ここまでの処理はソフトウエア上でなさ
れ、その後は記録手段上で処理される。記録が可能となった後に、記録処理が正常に行な
われることが確認される。記録データがない等、記録が出来なかった場合には、再生専用
ディスクとして処理される。記録が正常に行なわれなかった場合にはエラーとして処理さ
れる。
【００２２】
図１２は目的とする情報及び記録制限領域の配置情報、またはこれらの情報の記録先が記
録手段上または媒体上に記録されている場合の処理である。
【００２３】
記録コマンドが出されると、記録制限領域判別処理がなされ、ソフトウエア上に記録され
ている領域情報が判明した場合は、Ｙｅｓの方へ進み、目的とする情報の表示命令が出さ
れた後に、記録が可能となる。Ｎｏとなった場合や、情報表示命令が出されるまでは、再
生専用ディスクとして処理される。記録コマンドが出た後に、情報表示処理を行なう点に
ついてはソフトウエア上でなされ、それ以外の点については記録手段上で処理される。記
録が可能となった後に、記録処理が正常に行なわれることが確認される。記録データがな
い等、記録が出来なかった場合には、再生専用ディスクとして処理される。記録が正常に
行なわれなかった場合にはエラーとして処理される。
【００２４】
また、上記の目的とする情報の表示の命令を出し、その後、上記の制限を解除することを
複数回繰り返すようにしても構わない。このような場合には、例えば、ユーザーは記録し
ようとするたびに、広告が表示されることとなる。
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【００２５】
ここで、目的とする情報は、記録媒体に記録されているようにしても良い。これにより、
情報の配布が容易になるという利点がある。一方で、目的とする情報は、専用のソフトウ
エアに記録されているようにしても良い。これにより、媒体上の記録エリアを占めなくて
もよくなり、媒体の記録容量が大きいという利点がある。更に、目的とする情報を外部情
報配信手段を介して再生するようにしても良い。たとえば、インターネットを介して、パ
ソコンの画面上に広告等を表示させるのである。これによれば、媒体の記憶容量を目的と
する情報で占めることもなく、専用のソフトウエアの容量も軽くなる。
【００２６】
また、記録命令がなされた際に、目的とする情報（広告等）の表示の命令を出す信号と、
その後に、記録制限を解除する信号を、情報記録媒体自体に設けても良い。この場合には
、上述した専用ソフトは情報記録媒体上にあり、システムへの専用ソフトインストールが
不要／簡略化できる。
【００２７】
目的とする情報と上記の制限された領域の配置情報は、同一箇所に記録すると良い。なお
、同一箇所に記録するということは、両者の情報を組合せて切り離せない形にして記録し
ておくことである。ここで、目的とする情報と前記制限された領域の配置情報が同位置に
記録されているため、目的とする情報を消去すると、制限された領域の配置情報の少なく
とも一部が消去され、その結果記録媒体に記録された情報を再生できなくなる。使用例と
しては、上記目的とする情報が広告とすれば、記録を行なうためには必ず広告表示を行な
うため、広告視聴率の高い記録媒体が実現できる。
【００２８】
【発明の実施の形態】
（実施例 1）
図３は光情報記録装置であるＤＶＤ－ＲＡＭ記録再生装置のブロック図の一例を示したも
のである。まず，この装置に記録制限のない媒体を装填した場合の動作について説明する
。
【００２９】
ヘッド２の一部であるレーザ光源２５（ＤＶＤ－ＲＡＭでは波長約 660nm）から出射され
た光はコリメータレンズ２４を通してほぼ平行な光ビーム２２へとコリメートされる。光
ビーム２２は光ディスク１１上に，対物レンズ２３を通して照射され，スポット２１を形
成する，その後，ビームスプリッタ２８やホログラム素子２９などを通してサーボ用検出
器２６や信号検出器２７へと導かれる。各検出器からの信号は加算・減算処理されトラッ
キング誤差信号やフォーカス誤差信号などのサーボ信号となりサーボ回路に入力される。
サーボ回路は得られたトラッキング誤差信号やフォーカス誤差信号を元に，対物レンズ３
１や光ヘッド２全体の位置を制御し，光スポット２１の位置を目的の記録・再生領域に位
置づける。検出器 27の加算信号は信号再生ブロック 41へ入力される。入力信号は信号処理
回路によってフィルタ処理，周波数等化処理後，デジタル化処理される。デジタル処理さ
れたデジタル信号はアドレス検出回路および復調回路によって処理される。アドレス検出
回路によって物理アドレス情報である物理セクタ番号（ PSN）が得られる。ここで得られ
るアドレス情報は媒体の記録セクタと対応したものである。 DVD-RAMシステムにおいては
このアドレスユーザ領域で 31000ｈから始まる。なお、ここで、物理アドレス情報とは、
記録媒体上の物理的にアドレス番号を表す符号とそのアドレス番号の正当性を検証するア
ドレス誤り検出符号とから構成された情報をいう。
【００３０】
しかしながら，本装置のようにＰＣなどの上位装置に接続する外部記録装置においては，
装置の種類毎に記録領域の開始アドレスなどが異なっていると上位装置での処理が煩雑と
なるため，通常上位装置からは論理ブロックアドレス（ LBA）を用いてアクセスする。な
お、ここで論理ブロックアドレスとは、記録媒体上の物理的な位置ではなく、論理的にア
ドレス番号を表す符合をいう。
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【００３１】
本実施例の装置においては，この LBAと PSNとの変換を装置内のマイクロプロセッサによっ
て行っているが図２の例のようにアドレス変換回路を用いてもよい。マイクロプロセッサ
は，装填されている媒体の種別を判別し（図９、図１０参照），媒体がＤＶＤ－ＲＡＭで
あった場合には，データ領域の外側（内周側，外周側各 2箇所）の欠陥管理領域（ＤＭＡ
）に確保されている欠陥管理テーブル（ＰＤＬとＳＤＬ）を読み取り，欠陥セクタの飛び
越し処理や，交替処理をおこなって， PSNと LBAの対応付けを行う（図４）。直径１２０ｍ
ｍで片面容量が４．７ギガバイトのＤＶＤ－ＲＡＭディスクにおいては，書き換えデータ
領域は最内周のＰＳＮ＝３１０００ｈから最外周のＰＳＮ＝２６５Ｆ５Ｆｈに位置してい
る。このうち欠陥セクタの交替用に３１０００ｈから３４１ＦＦｈまでの領域を基本スペ
ア領域（ＰＳＡ）として確保してある。ここで、基本スペア領域とは、欠陥セクタが生じ
た場合の交替用に使用される領域をいう。このＰＳＡは１２８００個（３２００ｈ）のス
ペアセクタを含む。ＤＶＤ－ＲＡＭではＰＳＡに加え，追加スペア領域（ＳＳＡ）を最外
周に確保することができる。この例では，最外周にＰＳＮ＝２５９Ｆ６０からＰＳＮ＝２
６５Ｆ５Ｆまでの４９１５２セクタのＳＳＡを確保する。この結果，ユーザ領域はＰＳＮ
＝３４２００ｈからＰＳＮ＝２５９Ｆ５Ｆｈまでとなる。この間には２２５２１２８セク
タが含まれるが，ＤＶＤ－ＲＡＭディスクはゾーンＣＬＶ構成のため，ゾーン境界に部の
ガード領域を除いた２２４５９２０がユーザセクタとなる。したがって，ユーザセクタに
はＬＢＡ＝０（ＰＳＮ＝３４２００ｈ）からＬＢＡ＝２２４５９１９（ＰＳＮ＝２５９Ｆ
５Ｆｈ）までのＬＢＡが対応づけられる。
【００３２】
欠陥管理テーブルはＰＤＬ（一次欠陥管理テーブル）とＳＤＬ（２次欠陥管理テーブル）
の 2種類ある。ＰＤＬは媒体出荷時や媒体のサーティファイ時などに見つかった初期欠陥
を登録するためにもちいられる。ＰＤＬ内には欠陥セクタのＰＳＮが記録されており，記
録再生装置はＰＤＬにリストされたＰＳＮをもつセクタにはＬＢＡを割り付けない（ Slip
ping）。記録再生装置はこの Slippingされたセクタの分だけ，ユーザデータ領域がＰＳＡ
内に進出するようにして，ＬＢＡを割り付ける。すなわち，ユーザ領域先頭はＰＳＮ＝３
４２００ｈよりも，ＰＳＮが小さい方向（内周側）にシフトする。 PDLには約 8000個の欠
陥セクタ情報を登録することができる。欠陥管理テーブルに記載されない欠陥があると、
欠陥セクタの飛び越し処理や，交替処理を行い、欠陥管理表を書き換える処理を行なう。
これらの処理が行なわれないと、そのセクタ及び続くセクタは記録エラーとなり記録が出
来なくなる。
【００３３】
そこで，本実施例では，記録制限の有る媒体を従来のシステムで問題なく用いることがで
きるように以下のような記録媒体及び専用ソフトウエアを用いた。
【００３４】
まず、ユーザ領域の先頭部（４０９６セクタ）を含む複数の記録ブロックを記録制限領域
とした（図４参照）。そして、上記記録制限領域はアドレスデータであるアドレス番号と
ＩＤ誤り検出データ（ＩＥＤ）（図８参照）が不整合となる用にして実現した。専用ソフ
トでは、記録制限領域を有する情報記録媒体に記録命令がなされた際に、目的とする情報
（例えば広告等）の表示の命令を出し、その後、記録の制限を解除し、ここでは、記録制
限領域に、記録を行うようにした。また、目的とする情報と記録制限領域配置情報は、情
報記録媒体内の同一個所に記録しておく。同一箇所に記録するということは、両者の情報
を組合せて切り離せない形にして記録しておくことである。また、制限を解除する工程と
しては、情報記録媒体内にある記録制限領域配置情報をもとに欠陥セクタの飛び越し処理
や，交替処理をおこない、欠陥管理テーブルを書き換える処理を行なう。
【００３５】
以下，本実施例の動作原理を説明する。本実施例においては，記録制限領域が存在するが
，記録制限領域は，論理フォーマット後のユーザ記録領域である論理ユーザ領域（論理ボ
リューム空間）には存在しないので通常の使用には問題がない。ここで、記録制限領域と
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は、欠陥セクタと認識された領域をいう。ＵＤＦフォーマット場合， AVDP（ Anchor Volum
e Descriptor Pointer）のみ配置位置が決められており， LBA=256,LBA=512,LBA=N-256（
ただし Nは最終 LBA）２個所以上に欠陥管理テーブルを記録することになっている。本実施
例のケースである４．７ GBの DVD-RAMでは， LBA＝２５６と LBA=２２９４８１５の二箇所に
AVDPを記録する。 AVDPにはメインと予備の二つの論理ボリューム認識シーケンス（ VRS）
の配置位置が記されている。本実施例では，上記 VRSを LBA=４０９６からの１６セクタと L
BA=４１１２からの１６セクタに配置した。その後のセクタに， LVID（論理ボリューム完
全性記述子）を配置し，論理ボリューム空間は LBA＝４３５２から始まり LBA=２２９０９
７５で終わるように配置した。すなわち論理フォーマット上のユーザ容量（論理ボリュー
ム空間）は約 4.68ギガバイトである。論理ボリューム空間内には，スペースビットマップ
やファイルセット記述子，ディレクトリ，ユーザファイルなどが配置される。ここで、Ｕ
ＤＦフォーマットとは、 Universal Disk Formatの略で、光磁気ディスクの包括的なフォ
ーマットのことをいう。このフォーマットはメディアや OSに依存しない、ファイル名にロ
ングファイルネームが使用できるという特徴を持つ。また、ＵＤＦフォーマット以外の場
合も同様に、物理フォーマット上には記録制限領域が存在するが，欠陥管理表に記録制限
領域を記録することにより、記録制限領域は論理フォーマット上のユーザ記録領域である
論理ユーザ領域（論理ボリューム空間）には存在しなくなるため通常の使用には問題がな
い。なお、ファイルシステム（論理フォーマット）として，ランダム記録用ＵＤＦを用い
た例を示したが，特に書き換えに強い制限がある場合には，ライトワンス用や，シーケン
シャル記録用のファイルシステムを用いることも可能である。
【００３６】
したがって，目的とする情報の表示を行ない、この表示に伴って記録制限領域情報の記録
を行なえば、本発明の媒体を従来の記録再生装置やファイルシステムで問題なく記録する
ことができる。
【００３７】
なお、記録制限領域配置情報を媒体のユーザ領域に記録した場合には、その後は本媒体は
専用ソフトウエアを持たない従来の記録再生装置で記録が可能である。一方、記録制限領
域配置情報を媒体ではなく専用ソフトウエア内のファイルシステムに記録した場合には、
その後は本媒体は専用ソフトウエアを持つ記録再生装置でのみ記録が可能である。記録回
数すなわち、目的とする情報の表示回数等のイベント情報を記録制限領域配置情報ともに
記録し、次回記録時に参照すれば、記録回数制限や記録回数による目的とする情報の表示
内容選別に使うことが出来る。
【００３８】
次に，本実施例の媒体内の目的とする情報（例えば広告等）を誤って，消去してしまった
場合について説明する。目的とする情報を消去してしまう可能性があるが、記録制限領域
の配置情報は目的とする情報と一緒に記録されていたため、記録制限領域の配置情報も一
緒に消去されるため、記録が出来なくなる。したがって本実施例の媒体は実質的に、目的
とする情報を表示せずに記録することは出来ない。
【００３９】
このように，ユーザが記録する場合には、必ず目的とする情報を表示できるため、目的と
する情報の表示効率が非常に高い。
【００４０】
図１０は，本発明の光記録システムの一例として，書換え型ＤＶＤである国際標準ＩＳＯ
／ＩＥＣ－１６８２４などに規定されたＤＶＤ－ＲＡＭディスクを駆動する光記録システ
ムの動作の流れの例を示したものである。
【００４１】
ディスクが挿入されたり，光記録システムの電源が投入されたりすると，まず，光記録シ
ステムは，媒体の種別を判別する処理を行う。通常，ＤＶＤ－ＲＡＭ媒体に加えて再生専
用媒体であるＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭの再生機能を有している。そのため，光記録
システムは，まず始めに媒体種別の判別処理を行い，その媒体が上記のどれであるかを判
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別する。この，判別処理のし方は個々のシステムによって異なる。たとえば，反射率やフ
ォーカス誤差信号などの再生信号のアナログ特性から媒体の種別を判別するシステムもあ
れば，ディスク基板上に設けられた媒体物理情報保持領域を再生した後その内容（データ
）によって媒体の種別を判別するものも有る。
【００４２】
光記録システムは媒体の種別が書換え型すなわちＤＶＤ－ＲＡＭであると認識すると，ま
ず，欠陥管理情報領域など記録内容を検査して，光ディスクが物理フォーマット済みであ
るかどうか調べる。記録制限領域の配置情報が、システム内（媒体の欠陥管理情報領域、
ソフト内、ハード内）に記録されているか配置情報の記録先が記録されている場合には、
記録可能と判定される。本発明は、記録制限領域の配置情報を情報表示機能と一緒にシス
テム内に記録しているため、記録可能と判定される。
【００４３】
物理フォーマットされていない場合には，上位装置やユーザなどから物理フォーマットの
指示があるまで待機する。光ディスクが物理フォーマット済みの場合，光記録システムは
，較正処理や論理整合性検証などの記録準備処理を行った後，ユーザや上位装置からの指
示待ち状態となる。何らかのコマンドを受け取ると，光記録システムは，コマンドの種類
を調べ，それが記録コマンドである場合には，目的とする情報表示コマンドが働き、情報
表示指示が行なわれた後に記録処理を行う。
【００４４】
情報表示動作のスタートは記録前だが、情報が表示されるタイミングは、記録中でも良い
し、または記録前、記録後でも良い。
【００４５】
再生・フォーマット・ディスク取り出しなどのコマンドの場合はそれぞれ対応した処理を
行う。通常これらの処理は正常に終了するが，万一，予期できない理由で，記録に失敗し
た場合には，リトライや交替処理などのエラー処理を行う。
【００４６】
このような専用情報記録媒体及び専用情報記録媒体を用いたシステムは、目的とする情報
、例えば広告が記録されたユーザデータ領域に対して，ユーザデータの消去および再記録
ができる書換型の記憶媒体であるが，これに目的とする情報、例えば広告表示を行うまで
消去または再記録させない機能を持つ。
【００４７】
これにより、目的とする情報、例えば広告が表示される前に消去されたり書き換えられた
りすることを不可能とし、従来の光記録システムに比べて目的とする情報（例えば広告）
を表示させる効果を極めて高くした。
【００４８】
記録コマンド後の流れを図１６、図１２に示した。図１６は目的とする情報及び記録制限
領域の配置情報、またはこれらの情報の記録先がソフトウエア上に記録されている場合の
処理である。記録コマンドが出されると、記録制限領域判別処理がなされ、ソフトウエア
上に記録されている領域情報が判明した場合は、Ｙｅｓの方へ進み、目的とする情報の表
示命令が出された後に、記録が可能となる。Ｎｏとなった場合や、情報表示命令が出され
るまでは、再生専用ディスクとして処理される。ここまでの処理はソフトウエア上でなさ
れ、その後は記録手段上で処理される。記録が可能となった後に、記録処理が正常に行な
われることが確認される。記録データがない等、記録が出来なかった場合には、再生専用
ディスクとして処理される。記録が正常に行なわれなかった場合にはエラーとして処理さ
れる。
【００４９】
図１２は目的とする情報及び記録制限領域の配置情報、またはこれらの情報の記録先が記
録手段上または媒体上に記録されている場合の処理である。
【００５０】
記録コマンドが出されると、記録制限領域判別処理がなされ、ソフトウエア上に記録され
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ている領域情報が判明した場合は、Ｙｅｓの方へ進み、目的とする情報の表示命令が出さ
れた後に、記録が可能となる。Ｎｏとなった場合や、情報表示命令が出されるまでは、再
生専用ディスクとして処理される。記録コマンドが出た後に、情報表示処理を行なう点に
ついてはソフトウエア上でなされ、それ以外の点については記録手段上で処理される。記
録が可能となった後に、記録処理が正常に行なわれることが確認される。記録データがな
い等、記録が出来なかった場合には、再生専用ディスクとして処理される。記録が正常に
行なわれなかった場合にはエラーとして処理される。
（実施例 2）
記録制限領域の形成方法の例を示す。ＤＶＤ－ＲＡＭでは図６に示したように各記録セク
タの先頭にエンボスピットの形で物理ＩＤ（アドレス情報）が配置されている。信頼性の
確保のため一つのセクタを同定するためのアドレス情報が 4重に記録されている。
【００５１】
記録再生装置はこの 4重のアドレス情報のうち，一つでも正常に再生できると，アドレス
が正常と判断するため，記録不能とするために，この 4つのアドレス情報全てが正常に再
生されないようにしておく。このアドレスが正常に再生されないようにする方法として，
図８のように各アドレス情報に付加されているＩＤエラー検出符号（ＩＥＤ）対応するＩ
Ｄとは不整合なものとした。具体的には本来の整合したＩＥＤに１を加算したものを用い
た。このように，ＩＤのデータそのものを不整合にする方法は，媒体のマスタリング時に
適用することができ，基板形成と同時に全ての媒体に自動的に適用されるため，コスト上
昇なく行うことができ好都合である。本実施例では，記録制限領域のＩＤ全てを再生不能
する変わりに，１トラック中先頭２セクタと最後の 3セクタは少なくとも再生できるよう
にした。より詳細には内周部においては，先頭 2セクタ再生可能，次の 8セクタ再生不能，
次の 4セクタ再生可能次の８セクタ再生不能，最後の 3セクタ再生可能とした。外周部に適
用する場合，先頭 2セクタ再生可能，次の１０セクタ再生不能，次の５セクタ再生可能，
次の 10セクタ再生不能，４セクタ再生可能，１０セクタ再生付加， 5セクタ再生可能，１
０セクタ再生不可，最後の 3セクタ再生可能とした。このように，トラック内の一部のア
ドレスを再生可能としているため，アクセスには支障がない。また，この例では，トラッ
クの先頭と最後付近のセクタを再生可能としているため，ランドとグルーブの切り替え部
分のＩＤ情報を確実に再生できるため，サーボの安定性が確保される。さらに，ＩＤ再生
不能なセクタを 8セクタ以上連続して配置している。これで，１ＥＣＣブロック（誤り訂
正符合ブロック）内のうち少なくとも 8セクタのＩＤが再生できない。また，そのうち少
なくとも６セクタは再生できないセクタが連続するように構成されている。記録再生装置
によっては，記録中にＩＤ再生できないセクタがあっても自動的に補間して記録するよう
に構成しているシステムも存在するが，このような補間機能を持ったシステムにおいても
ＩＤ再生の不能なセクタが数セクタ以上連続すると，確実に記録エラーとなるようにする
ことができる。すなわち，記録制限領域を意図的に形成することができる。
【００５２】
この他、記録制限領域のＩＤの一部のセクタを再生不能とするために、再生不能箇所の ID
部のみアモルファス化させる方法で反射率を低下させておく等、基板は従来のものだが、
ディスク形成後に加工してもよい。また、初期化工程で再生不能箇所の ID部のみマスクす
る／レーザパワーを変調させる等の方法により、初期化しないようにしておく方法でもよ
い。これらの方法はコストはかかるが、個々に記録制限領域を変えやすいという利点があ
る。また、たとえば，記録トラックの一部にピットなどを設けておいてもよいし，強いレ
ーザ光などで記録膜を変質させて形成してもよい。
（実施例 3）
本実施例においては記録制限領域をユーザ領域全体に分散して配置し，その存在位置に関
する情報と目的とする情報をディスク製造者情報として，ディスク上に暗号化データとし
て記録した。本実施例では，専用のデバイスドライバの例を示す。専用のデバイスドライ
バは媒体上から上記暗号化データを読み取り，記録制限領域がユーザ領域に入らないよう
に，不可視ファイルとして登録したり，アドレス変換を行って記録再生を行ったりする機
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能を持つ。本実施例のようにユーザ領域の各所に記録制限領域が存在する場合，従来のデ
バイスドライバでは再生ができないため，専用のソフトウェアが必要になる。このことを
利用して，たとえば以降に説明する実施例５のような応用システムの構築が可能となる。
【００５３】
データの暗号化は次のようにした。暗号化対応した本実施例システムは４００個以上から
なる多数のマスターキーセットから、ひとつのキーが与えられ、専用のソフトウエアに記
録される。ディスクキーは、記録制限領域の配置情報とセットにして記録される。これに
より、ディスクからキーを取り除く事により記録制限領域の配置情報が消され、記録が出
来なくなる。  暗号解読アルゴリズムは、システムのキーと暗号化キーの交換からなる。
そのときディスクから配置情報等のデータを解読するのに必要なディスクキーとタイトル
キーのやり取りはユーザーに対しては不明瞭にされている。  本システムは情報表示を指
示した後に記録制限領域の配置情報をデコードする回路を持っている。上記以外の暗号化
の方法を用いてもよい。
【００５４】
また、実施例２で、ファイルシステム（論理フォーマット）として，ランダム記録用ＵＤ
Ｆを用いた例を示したが，特に書き換えに強い制限がある場合には，ライトワンス用や，
シーケンシャル記録用のファイルシステムを用いることも可能である。その場合，たとえ
ば，本実施例のように特定のデバイスドライバでのみ動作するように暗号を利用するのが
よい。
（実施例４）
本発明の光記録システムの概念を図１，図５、図７を用いて説明する。本実施例に記載の
発明では、１回、目的情報（例えば広告）視聴を行なえば記録制限が解除され、従来のシ
ステムにおいても記録が可能となるシステムである。これは、実施例１に詳細説明した、
記録制限領域の配置情報を情報記録媒体に記録することによって実現する。
【００５５】
媒体は従来の媒体については，標準の記録再生装置を用い，標準の制御ソフト（たとえば
ＯＳ付属のデバイスドライバ）を用いて記録再生を行うことができる。
【００５６】
一方，目的とする情報を有する記録制限機能システムに関しては，標準の装置と実施例１
、５に記載したような専用の制御ソフトを組み合わせて用いる。図１は目的とする情報（
例えば広告）を見る前の状態を示しており、記録制限・目的情報（例えば広告）付媒体は
、従来のシステムでは再生は可能だが、記録することは出来ない。なお、図１は、初回記
録時のみの視聴版の場合である。記録制限機能付きシステムでは、目的情報（例えば広告
）視聴命令が出た後に、記録制限が解除され記録が可能となる。
【００５７】
図５は、図１の状態から、目的情報（例えば広告）視聴後の状態を示している。なお、図
５も、初回記録時のみの視聴版の場合である。このように、本実施例の媒体においては、
記録制限が解除され、本システムでも従来システムでも記録が可能となる。
【００５８】
しかしながら、目的情報（例えば広告）視聴せずに、目的情報（例えば広告）／目的情報
（例えば広告）の記載場所等の情報の一部／全部を消去してしまうと、図７に示した状態
となる。なお、図７も、初回記録時のみの視聴版の場合である。これは、目的情報（例え
ば広告）／目的情報（例えば広告）の記載場所等の情報の一部／全部と共に記録されてい
た、記録制限領域配置情報の一部／全部が消去されたために、記録制限を解除できないた
めである。こうして、本発明の情報記録媒体に記録を行なうためには、必ず目的情報（例
えば広告）の視聴が必要となった。
【００５９】
いずれにしても，目的とする情報を有する記録制限付媒体を，目的情報（例えば広告）の
視聴命令後には、従来の装置（標準の装置）で記録できるようにしている点が本発明の特
徴である。
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（実施例５）
図１１に本発明の情報記録を利用した広告表示システムを示した。この場合目的とする情
報は広告である。
【００６０】
記録再生制限付媒体の記録方法は実施例１、２に記載した通りである。
【００６１】
本システムを用いると、ユーザは広告がついているため、情報記録媒体を定価より安く／
無料で購入する。この媒体は一般のドライブを使用して記録をするためには、専用ソフト
ウエアが必要で、記録時には広告が表示される。つまり広告主がメディアメーカ／ソフト
メーカに広告料負担したため、メディアメーカ／ソフトメーカは情報記録媒体を安く販売
できる。ここでいう表示とは視るだけでなく、音を聞く、振動を感じる、触る、嗅ぐ、雰
囲気を感じる等ユーザが広告を視聴／体験できることをいう。
本システムを用いると、図１１の矢印で示したような物／作業に対する対価としてそれら
の代金が流通するビジネスモデルを構築できた。このビジネスモデルの長所は、一般のド
ライブを使用出来るため、ユーザとなる対象者が非常に多いこと、また確実に広告視聴／
体験させられるため、広告効果が数や質の点からも高いことである。
【００６２】
また、広告内容は図１３に示したように、ディスク 104に記録され、記録再生ドライブ 103
及びソフトウエア 102を介して表示手段 101に表示させる方法だけでなく、図１４に示した
ようにディスク 108には広告内容のリンク先情報を記録しておき、リンクされた広告はソ
フトウエア 106記に存在し、記録再生ドライブ 10７及びを介して表示手段 105に表示させる
方法でもよい。
【００６３】
さらに、図１５のようにディスク 1１２には広告内容のリンク先情報を記録しておき、リ
ンクされた広告はソフトウエア 1１０を介して外部情報配信手段１１３より広告情報を入
手し、表示手段１０９に表示させてもよい。広告内容のリンク先情報はディスク１１２よ
り、記録再生ドライブ１１１を用いて再生する。
【００６４】
広告内容のリンク先情報をディスクに記録しておき、外部情報配信手段と接続することに
より、広告内容を更新することが出来る。外部情報配信手段とは、双方向テレビ、インタ
ーネット、等情報のやりとりができる手段である。
【００６５】
また、ユーザデータをディスク／ソフト上に記録しておき、この内容に併せて広告表示す
る内容を選択できるようにすると広告効果が高まる。ユーザが記録処理を行なった時間、
記録量、記録内容（動画、静止画、データ、音声）、記録回数、ユーザの使用環境等に併
せて変えてもよい。
【００６６】
本実施例に記載されていない事項については、実施例１～４と同様である。
【００６７】
また，上記実施例では従来の光ディスクとしてＤＶＤ－ＲＡＭを取り上げたが，これに関
しても，基本的には，記録領域を有すれば、 ROMと混在でもよく、書き換え型すべての媒
体に関して適用可能な技術である
【００６８】
【発明の効果】
以上のように本発明を用いることにより，ハードウェアや物理仕様の変更なしに，容易に
記録保護機能などの拡張機能が実現でき，かつ，拡張機能の存在を認識しない従来装置で
誤記録されたり、情報が破壊されたりする心配の無い，安全な光記録システムを提供でき
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の目的と効果を示す概念図。
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【図２】光記録再生装置の一例のブロック図。
【図３】光記録再生装置の一例のブロック図。
【図４】本発明の情報記録媒体の論理フォーマットの例を示す図。
【図５】本発明の目的と効果を示す概念図。
【図６】アドレス情報の配置の仕方を示す図。
【図７】本発明の目的と効果を示す概念図。
【図８】アドレス情報の配置の仕方を示す図。
【図９】光記録再生装置での動作を説明する流れ図。
【図１０】本発明の動作原理を説明する流れ図。
【図１１】本発明の一実施例（応用例）の概念説明図。
【図１２】本発明の一実施例における動作原理を説明する流れ図。
【図１３】本発明の一実施例における広告記録位置説明図。
【図１４】本発明の一実施例における広告記録位置説明図。
【図１５】本発明の一実施例における広告記録位置説明図。
【図１６】本発明の一実施例における動作原理を説明する流れ図。
【符号の説明】
１１…光ディスク，２…光ヘッド，２１…光スポット，２２…光ビーム，２３…対物レン
ズ，２４…コリメタ－レンズ，２５…レーザ，２６…検出器，２７…検出器，２８…ビー
ムスプリッタ，２９…ホログラム素子，３１…レンズアクチュエータ，４１…信号再生ブ
ロック。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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